
妙
乗
院
日
唱
は
字
を
守
慎
と
号
し
、
生
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
八
世
紀
初
頭
に
下
総
飯
高
樋
林
の
近
く
に
生
ま
れ
、
幼
少
よ
り

飯
高
檀
林
に
て
学
び
、
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
に
は
檀
林
の
百
二
十
六
代
の
文
句
能
化
を
務
め
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
十
年
後
の
安
永
三

年
五
月
十
二
日
に
日
暮
里
善
性
寺
十
八
世
よ
り
、
身
延
山
久
遠
寺
四
十
六
世
に
晋
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
二
年
後
の
安
永
五
年
、
七
面
山
の
堂
宇
悉
く
焼
失
し
、
参
寵
の
入
念
が
多
数
焼
死
す
る
と
い
う
悲
し
む
べ
き
災
厄
に
端
を
発

し
た
騒
動
に
よ
り
、
西
谷
檀
林
方
と
争
い
、
そ
の
結
果
、
身
延
の
歴
世
を
除
か
れ
て
、
今
に
除
歴
唱
師
と
称
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
象
に
寛
永
年
間
の
身
池
対
論
に
よ
り
、
池
上
本
門
寺
十
六
世
の
歴
世
を
除
か
れ
た
長
遠
院
日
樹
は
、
昭
和
に
入
り
、
池
上
七
十
四

（
１
）

世
謙
光
院
日
慎
代
に
復
歴
し
て
い
る
。
し
か
し
身
池
対
論
の
場
合
は
、
当
時
者
双
方
の
記
録
が
残
り
、
事
の
真
相
を
客
観
的
に
把
握
す
る

こ
と
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
に
反
し
、
日
唱
の
身
延
除
歴
事
件
の
場
合
に
は
、
日
唱
方
の
記
録
は
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

史
料
は
西
谷
檀
林
方
の
も
の
に
限
ら
れ
、
事
の
性
質
上
、
当
然
自
分
達
を
も
っ
て
正
し
い
と
す
る
叙
述
の
仕
方
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内

容
は
一
方
に
ぱ
か
り
に
偏
し
、
そ
れ
に
依
る
限
り
結
局
、
事
の
真
相
は
正
し
く
は
捕
え
ら
れ
ぬ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
身
延
に
お
け
る
最
高
権
威
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
出
来
事
は
、
身
延
山
史
の
上
で
黙
止
し
え
ず
、
真
相
を
少
し
で

日
唱
の
身
延
除
歴
事
件
に
っ

林

い

て

是
晋

（”）



い
ま
ま
で
除
歴
唱
師
に
言
及
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
『
大
崎
学
報
』
第
二
十
六
号
に
岡
教
逮
先
生
に
よ
る
『
身
延
貫
主
日
唱
聖
人
の

不
受
不
施
事
件
』
と
表
題
さ
れ
た
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
そ
の
結
語
と
し
て
、
「
若
し
予
を
し
て
之
を
自
由
に
論
ぜ
し
め
ば
聖
人
は
世

智
弁
に
疎
く
清
廉
純
信
の
師
に
し
て
雑
乱
勧
請
を
忌
承
し
者
な
り
。
法
廷
に
於
て
聖
人
自
ら
公
言
せ
る
が
如
く
身
延
山
主
と
し
て
御
朱
印

の
寺
領
を
食
む
豈
に
不
受
不
施
の
理
在
ら
ん
や
と
。
実
に
然
り
聖
人
は
当
時
所
謂
御
禁
制
の
不
受
不
施
主
義
者
に
は
非
ず
、
当
時
延
山
の

中
古
天
台
的
雑
乱
祭
祀
に
傾
き
審
財
の
多
き
を
以
て
祖
山
の
為
と
思
考
し
一
宗
門
の
祖
山
た
る
事
に
於
て
忘
却
せ
ら
れ
居
る
を
警
覚
せ
し

に
外
な
ら
ず
。
何
ん
ぞ
豈
に
他
意
有
ら
ん
や
。
偶
々
七
面
社
炎
上
の
災
厄
に
遇
ふ
て
一
山
の
輿
望
を
失
し
、
感
情
の
衝
突
よ
り
終
に
不
受

不
施
邪
流
の
汚
名
を
負
ひ
、
拘
く
も
身
は
祖
山
の
貫
主
一
宗
の
棟
梁
に
し
て
終
に
獄
裡
の
露
と
化
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者

も
同
様
の
印
象
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

（
２
）

ニ

ノ

「
安
永
六
年
三
月
十
九
日
身
延
西
谷
檀
林
某
於
武
江
旅
舎
為
鎮
守
尊
神
威
光
増
益
慎
而
誌
之
者
也
」
と
奥
書
さ
れ
た
『
倍
増
威
神
録
』

ｌ
吉
田
素
恩
先
生
は
こ
の
著
者
を
時
の
西
谷
植
林
上
座
二
老
の
義
忍
と
し
、
彼
は
ま
た
日
唱
の
附
弟
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
ｌ
は
事
件
の
発
生
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
安
永
五
年
十
月
十
一
日
夜
亥
の
刻
、
身
延
七
面
山
一
時
に
焼
亡
し
通
夜
之
輩
焼
死
せ
る
者
多
し
。
（
中
略
）
隣
国
の
諸
人
驚
騒
し
て
山

に
登
る
に
往
来
せ
る
者
蟻
の
如
し
。
同
行
の
貴
賎
親
り
死
骸
を
見
て
悲
歎
の
声
雷
の
如
し
。
然
も
三
門
に
お
い
て
莚
張
り
の
狂
言
鼓
笛
之

音
は
未
だ
止
ま
ず
。
児
童
の
舞
楽
・
法
要
・
説
法
恒
の
如
く
執
行
す
。
剰
へ
焼
亡
の
回
向
な
く
、
喜
で
会
式
の
障
碍
な
し
と
言
う
。
公
儀

の
制
誠
を
恐
れ
ず
、
世
上
の
機
嫌
を
伸
ら
ず
、
山
主
の
心
地
人
皆
疑
へ
り
。
十
四
日
に
至
っ
て
化
主
首
座
を
招
て
曰
く
、
山
主
余
に
対
し

て
宣
わ
く
、
七
面
の
焼
亡
は
日
唱
が
不
徳
に
あ
ら
ず
、
全
く
邪
神
な
る
が
故
な
り
と
。
余
聴
て
驚
心
す
、
汝
等
如
何
。
吾
等
甚
だ
驚
く
。

も
明
ら
め
た
い
と
思
う
。

（”）



安
永
六
年
四
月
二
十
七
日
に
奉
行
所
よ
り
身
延
山
貫
主
へ
の
召
状
が
発
せ
ら
れ
、
翌
二
十
八
日
に
は
今
度
は
西
谷
植
林
の
上
座
五
人
が

連
署
し
て
、
日
唱
は
不
受
不
施
の
疑
い
あ
る
旨
を
寺
社
奉
行
所
へ
訴
え
出
た
。
そ
の
内
容
は
、
先
の
『
大
崎
学
報
』
第
二
十
六
号
に
詳
し

い
が
、
そ
の
要
旨
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

一
日
唱
は
七
面
明
神
を
邪
神
と
称
す
る
。

一
七
面
宮
焼
失
し
、
参
詣
者
数
十
人
が
焼
死
し
た
が
、
日
唱
は
悲
し
む
様
子
も
な
く
い
つ
も
の
よ
う
に
行
事
も
勤
め
、
か
え
っ
て
焼
失

是
に
お
い
て
衆
議
一
統
し
て
其
の
義
を
聴
聞
せ
ん
こ
と
を
欲
し
、
し
ば
し
ば
院
内
に
登
り
て
、
奏
を
役
僧
に
求
む
。
然
り
と
錐
も
事
を
他

に
廻
ら
せ
て
一
ど
も
こ
れ
を
告
げ
ず
、
後
に
は
偽
っ
て
山
主
無
言
の
病
床
に
臥
せ
り
と
云
う
。
是
の
如
く
す
る
時
の
間
十
月
十
六
日
よ
り

十
一
月
二
日
に
至
る
。
然
る
に
翌
日
三
日
役
者
、
学
徒
を
招
い
て
云
く
、
今
朝
公
処
に
訴
う
と
云
う
。
瞳
是
れ
何
と
云
う
こ
と
か
、
一
ど

も
対
面
せ
ず
、
衆
義
判
に
及
ば
ず
、
推
て
公
処
に
訴
う
、
未
だ
そ
の
例
を
聞
か
ず
。
責
る
に
そ
の
理
を
も
っ
て
す
る
も
唖
の
如
く
に
し
て

こ
た
へ
ざ
れ
ぱ
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
な
し
、
謹
ん
で
公
裁
を
待
つ
の
象
。
（
以
下
略
）
」

即
ち
七
面
山
焼
失
の
災
厄
に
対
す
る
日
唱
の
と
っ
た
態
度
主
張
が
西
谷
檀
林
方
の
怒
り
を
か
い
、
そ
れ
が
騒
動
の
発
端
と
な
っ
て
い
つ

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
我
等
に
対
面
せ
ず
、
自
ら
御
公
儀
に
訴
え
る
こ
と
は
無
法
・
無
慈
悲
の
致
し
方
で
あ
る
。

一
日
唱
は
入
山
已
来
三
年
の
間
、
一
向
修
復
も
し
な
い
。

一
七
面
は
日
遠
が
譜
う
て
養
珠
院
を
祭
る
と
い
う
。

一
七
面
明
神
を
曼
茶
羅
に
勧
請
せ
ず
、
た
と
え
勧
請
し
て
も
最
極
下
座
に
細
字
に
の
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

を
悦
ぶ
か
に
見
え
る
。
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以
上
の
訴
状
を
奉
行
所
へ
提
出
し
た
。

こ
れ
よ
り
先
に
奉
行
所
よ
り
発
せ
ら
れ
て
い
た
召
状
は
、
中
一
日
を
費
や
し
て
二
十
九
日
に
身
延
へ
届
き
、
翌
日
日
唱
並
に
随
身
達
は

出
発
し
て
、
五
月
四
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
。
直
ち
に
出
頭
命
令
が
あ
り
、
翌
五
日
か
ら
六
日
に
わ
た
っ
て
、
日
唱
方
と
化
主
日
遵
を
は

じ
め
と
す
る
西
谷
檀
林
方
と
が
奉
行
所
に
お
い
て
対
決
し
た
。
西
谷
檀
林
上
座
五
老
博
瑞
の
手
に
な
る
『
邪
正
対
決
録
』
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
も
『
大
崎
学
報
』
第
二
十
六
号
に
詳
し
い
の
で
あ
る
が
、
日
唱
弁
明
す
る
に
、

一
日
唱
は
飯
高
修
学
者
に
し
て
不
受
悲
田
の
徒
に
非
ず
。

一
七
面
社
焼
失
は
日
唱
こ
れ
を
悲
し
む
。

一
日
唱
入
山
已
来
金
百
両
を
費
や
し
て
堂
社
を
修
復
し
、
こ
れ
か
ら
も
修
復
を
加
え
ん
と
し
て
い
る
。

一
曼
茶
羅
に
日
叡
・
日
朝
を
載
せ
た
の
は
不
受
不
施
な
る
が
故
に
非
ず
、
高
徳
な
る
故
で
あ
る
。

な
ど
と
弁
じ
た
が
、
時
に
曼
茶
羅
書
式
の
異
例
に
つ
い
て
は
弁
解
に
苦
し
象
、
遂
に
口
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
と
あ
る
。
が
、
『
邪
正
対

決
録
』
は
ま
っ
た
く
西
谷
植
林
側
に
た
っ
て
の
記
述
で
あ
り
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
知
り
得
な
い
。
も
と
も
と
は
ま
ず
最
初
に
日
唱
の
方
か

ら
訴
え
た
は
ず
な
の
に
、
『
邪
正
対
決
録
』
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
か
ら
一
方
的
に
日
唱
ば
か
り
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

一
曼
茶
羅
の
書
様
が
異
な
る
。

Ｈ
身
延
歴
代
は
い
ず
れ
も
「
日
向
日
進
等
歴
代
聖
人
」
と
記
す
る
の
に
、
日
唱
は
「
歴
代
如
法
弘
経
先
徳
」
と
記
し
て
相
違
す
る
。
こ

れ
は
歴
代
の
中
に
如
法
（
Ｉ
不
受
不
施
）
と
不
如
法
（
Ⅱ
受
不
施
）
を
簡
ぶ
考
え
と
見
え
る
。

（
３
）

口
一
幅
の
本
尊
に
「
南
無
日
向
日
進
日
叡
日
朝
聖
人
」
と
認
め
る
。
こ
れ
は
亀
鏡
録
に
特
に
日
叡
・
日
朝
を
高
く
評
価
す
る
に
依
て
、

書
き
入
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。

（”）



結
果
か
ら
承
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
経
過
の
中
で
、
日
唱
は
禁
制
の
不
受
不
施
派
と
し
て
、
公
に
見
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
当
時
の
幕
府
行
政
の
あ
り
方
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
本
末
制
度
の
強
化
か
ら
そ
の
抑
制
へ

と
、
幕
府
の
姿
勢
が
動
い
て
い
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
顕
れ
で
も
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
ま
だ
審
査
中
の
そ
の
月
の
二
十
九
日
、
心
労
・

落
胆
の
上
か
ら
か
日
唱
は
牢
死
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

明
け
て
翌
安
永
七
年
正
月
二
十
七
日
、
身
延
山
関
係
者
連
名
の
も
と
に
、
寺
社
奉
行
所
へ
次
の
よ
う
な
請
証
文
が
提
出
さ
れ
た
。

身
延
山
西
谷
檀
林
所
化
之
者
共
去
申
十
月
中
大
勢
申
合
本
院
江
押
寄
貫
首
久
遠
寺
日
唱
江
難
題
申
掛
結
衆
一
同
及
不
法
候
趣
久
遠

垂

寺
代
遠
光
院
井
弟
子
惣
代
本
高
院
御
訴
申
上
右
御
吟
味
中
日
唱
法
義
疑
敷
由
檀
林
上
座
之
者
共
申
立
候
付
日
唱
御
呼
出
之
上
是
亦

被
遂
御
糺
明
候
上
銘
盈
左
之
通
被
仰
付
候

二

一
脇
座
満
山
之
内
五
拾
六
人
之
者
共
儀
諸
堂
之
普
請
等
閑
い
た
し
置
貫
首
其
取
計
如
何
之
旨
山
之
坊
東
之
坊
発
言
い
た
し
普
請
之
願

ユ

セ

書
指
出
貫
首
尤
聞
請
有
之
候
所
玄
浄
院
二
而
寄
合
観
了
院
亨
盛
院
誠
寿
院
等
発
言
二
而
再
願
書
指
出
し
老
僧
結
衆
江
任
候
旨
貫
首
申

ユ

聞
既
四
拾
九
人
者
請
印
い
た
し
候
所
不
致
得
心
強
而
相
願
候
段
山
之
坊
東
之
坊
玄
浄
院
観
了
院
輪
行
院
亨
盛
院
誠
寿
院
最
初
発
言

ロ
ー

ユ

い
た
し
候
所
之
儀
不
埒
至
極
付
七
人
共
逼
塞
被
仰
付
其
外
者
致
同
意
候
段
一
同
不
埒
付
急
度
御
叱
被
置
候

一
一

一
順
妙
院
日
運
定
林
坊
日
稽
窪
之
坊
日
暹
儀
貫
首
日
唱
法
意
不
受
悲
田
相
当
候
処
其
心
付
無
之
且
脇
座
満
山
並
再
往
差
出
候
普
請
願

リ

書
取
次
貫
主
之
叱
厳
敷
候
迎
自
分
者
禁
足
い
た
し
候
段
我
侭
成
い
た
し
方
貫
主
江
対
し
不
敬
之
至
其
上
老
僧
方
利
害
心
入
等
申
聞

基

一
一

候
節
不
都
束
成
存
寄
之
ヶ
条
を
以
難
題
ヶ
間
敷
義
申
之
等
不
届
付
三
人
共
役
義
御
取
放
し
逼
塞
被
仰
付
候

二
リ

ニ
リ

ー
檀
林
能
化
日
遵
義
縦
七
面
を
邪
神
之
由
貫
主
申
聞
候
共
隠
便
承
糺
候
欺
又
者
法
義
拘
不
相
済
筋
与
心
得
候
灸
御
訴
申
上
御
吟
味
可

差
上
申
一
札
之
事
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二
一

受
処
一
同
意
趣
を
尋
貫
主
之
挨
拶
可
承
旨
上
座
五
人
江
発
言
い
た
し
大
勢
之
所
化
を
連
日
乾
登
山
貫
主
之
居
間
近
く
詰
寄
騒
立
候

二

始
末
徒
党
之
頭
取
相
当
不
届
候
付
遠
島
被
仰
付
候

二
リ

《
二
蛆
ツ

ー
泰
学
義
忍
潮
瑞
良
向
博
瑞
義
縦
七
面
を
邪
神
之
由
貫
主
申
聞
候
共
隠
便
承
糺
候
欺
又
此
義
拘
不
済
義
与
心
得
候
〈
、
御
訴
申
上
御
吟

垂

壺
一

味
可
受
処
能
化
日
遵
差
続
中
座
已
下
申
通
大
勢
日
々
登
山
貫
主
之
居
間
近
く
詰
寄
騒
立
候
段
不
届
付
五
人
共
中
追
放
被
仰
付
候

シ但
御
構
場
所
俳
個
仕
間
敷
旨
被
仰
渡
候

一
一

一
中
座
已
下
之
者
共
義
同
様
不
届
付
銘
々
押
込
被
仰
付
候

一
一

一
老
僧
結
衆
弐
十
七
人
之
者
共
義
檀
林
能
化
上
中
座
已
下
貫
主
江
対
し
不
審
之
義
相
尋
候
由
而
大
勢
騒
立
候
〈
、
取
鎮
貫
首
平
日
之
行

二

二

跡
如
何
存
候
〈
、
触
頭
江
も
申
談
取
計
方
も
可
有
之
処
住
持
之
居
間
江
参
り
答
を
承
り
候
段
神
妙
無
之
い
た
し
方
不
届
至
極
二
付
弐
十

一
一

一
久
遠
寺
日
唱
義
貫
主
致
具
階
候
上
者
宗
門
之
正
道
を
持
一
宗
之
僧
俗
を
可
致
教
化
処
諸
堂
之
修
復
を
等
閑
い
た
し
置
入
山
已
来
疑

二

回
〃
二

あ

を
請
不
受
悲
田
与
人
被
指
諸
人
疎
帰
依
之
輩
無
之
故
邪
義
弘
侯
者
無
之
候
得
共
致
授
与
候
曼
茶
羅
之
内
七
面
明
神
を
細
く
末
座
認

ニ

メ
ニ

ュ

ー

殊
先
年
不
受
不
施
宗
門
を
弘
御
仕
置
成
候
日
奥
万
代
亀
鏡
録
記
し
致
尊
敬
候
身
延
山
代
々
之
内
日
叡
日
朝
斗
二
世
三
世
統
世
代
を

一
一

ケ

飛
越
令
勧
請
其
上
奇
怪
成
義
を
認
候
も
有
之
貫
主
代
を
之
曼
茶
羅
突
合
似
寄
候
も
無
之
剰
七
面
参
拝
之
節
自
筆
之
神
号
を
掛
拝
し

一
一

二
■
毎
二

一
一
一
一

二

候
も
宗
義
制
法
論
之
意
叶
ひ
不
受
悲
田
相
当
異
流
無
紛
不
届
付
存
命
候
〈
、
遠
島
可
被
仰
付
処
致
病
死
候
付
其
旨
可
存
段
被

一
一

一
一

二

一
遠
光
院
日
寿
義
身
分
疑
敷
義
相
聞
不
申
貫
主
日
唱
法
意
不
受
悲
田
相
当
候
処
其
心
附
無
之
致
随
心
役
僧
相
勤
罷
有
候
段
不
埒
付
役

僧
御
取
放
被
仰
付
候

七
人
共
逼
塞
被
仰
付
候

仰
付
候
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（
５
）
ニ
テ

こ
の
よ
う
に
日
唱
は
不
受
不
施
邪
流
と
し
て
死
後
重
刑
に
処
せ
ら
れ
、
『
身
延
山
歴
代
略
譜
』
に
『
日
唱
認
ノ
本
尊
授
与
之
分
麓
坊
不
残

ケ
柔
回
り
〆

取
上
火
失
致
也
、
日
遵
日
豊
両
尊
師
書
改
夫
盈
遣
本
尊
』
と
あ
る
よ
う
に
、
貫
主
権
を
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
西
谷
檀
林
化
主
日
遵
は

一
山
騒
動
・
徒
党
の
罪
に
よ
り
三
宅
島
へ
遠
島
、
そ
の
他
の
関
係
者
も
そ
れ
ぞ
れ
に
処
罰
さ
れ
て
事
件
は
落
着
し
た
。

以
上
が
事
の
顛
末
で
あ
る
が
、
当
時
江
戸
幕
府
は
幕
藩
体
制
維
持
の
為
に
、
諸
宗
法
度
を
制
定
し
て
新
義
異
義
を
禁
じ
、
檀
家
制
度
を

整
え
て
い
た
。
こ
れ
は
仏
教
を
し
て
外
に
向
う
力
を
失
わ
し
め
、
た
め
に
各
宗
は
発
展
を
抑
え
ら
れ
て
形
式
化
し
、
外
に
競
争
者
が
な
い

（
６
）

た
め
に
目
が
宗
内
に
向
け
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
内
証
が
起
り
や
す
く
な
っ
て
い
た
。
身
延
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
後
住
問
題
等
で
紛
糾
し

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
帽

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

二

一
寿
光
院
日
理
義
同
様
不
埒
付
院
代
弟
子
共
取
放
被
仰
付
候

・
一
〈

一
本
高
院
日
勝
並
二
弟
子
附
弟
共
義
身
分
疑
敷
義
相
聞
不
レ
申
候
得
共
銘
を
弟
子
附
弟
取
放
被
仰
付
候

一
自
分
方
致
禁
足
候
高
明
院
義
者
一
件
御
吟
味
不
相
成
已
前
病
死
仕
候
ニ
付
其
旨
可
存
段
被
仰
渡
候

一
脇
座
満
山
之
内
四
十
七
人
之
者
共
者
無
御
構
旨
被
仰
渡
候

面
一

一
右
之
外
御
吟
味
付
罷
出
候
者
共
一
同
御
構
無
御
座
且
日
唱
方
授
与
之
曼
茶
羅
御
吟
味
中
差
上
候
分
御
取
上
相
成
候
旨
被
仰
渡
候

間
其
旨
相
心
得
都
而
一
件
被
仰
渡
候
趣
不
罷
出
も
の
共
江
者
其
旨
可
申
通
段
被
仰
渡
候

一
一

右
之
通
今
日
御
内
寄
合
於
御
列
席
被
仰
渡
一
同
承
知
奉
畏
候
ハ
、
若
相
背
候
重
科
可
被
仰
付
候
価
而
御
請
証
文
差
上
申
処
如
件

安
永
七
成
年
正
月
廿
七
日

（
４
）

（
以
下
略
）

れ
ぱ
、
日
唱
が
諸
堂
の
普
請
に
積
極
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
以
前
か
ら
山
内
に
お
い
て
、
批
判
の
声
が
あ
が
っ

（”）



り
に
対
照
的
で
あ
る
こ
と
。
事
件
の
際
、
日
唱
の
随
身
役
僧
を
勤
め
て
い
た
遠
光
院
日
寿
は
、
安
永
八
年
六
月
に
日
豊
が
入
山
す
る
と
す

ロ
ー

ル

ぐ
に
、
「
安
永
八
己
亥
十
一
月
円
師
堂
修
復
付
杉
木
三
本
伐
取
追
放
申
付
処
不
請
依
之
当
番
役
智
門
院
出
府
阿
部
備
中
守
江
伺
御
吟
味
安
永

シ
（
、
）

九
庚
子
七
月
六
日
申
渡
」
と
、
わ
ず
か
杉
木
三
本
、
そ
れ
も
円
師
堂
修
復
の
た
め
に
伐
取
し
た
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
本

人
が
納
得
し
て
い
な
い
の
に
追
放
さ
れ
、
竹
之
坊
を
除
歴
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
や
は
り
日
豊
代
の
天
明
四
年
の
、
西
谷
檀
林
の
記
録
に
は

《
（
ｕ
）

ノ
ノ

「
修
理
集
銭
事
件
仕
合
故
日
唱
一
件
料
容
捨
」
と
あ
っ
て
、
日
唱
一
件
料
、
即
ち
訴
訟
費
用
が
容
捨
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
誰
か

が
肩
代
り
し
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
が
可
能
で
、
ま
た
許
さ
れ
る
の
は
時
の
身
延
山
貫
主
Ⅱ
日
豊
と
考
え
る
の
が
、
も
っ
と
も
自
然
と
思
わ

れ
る
こ
と
。
等
々
か
ら
、
数
代
前
に
谷
の
間
に
お
け
る
争
い
は
一
応
の
決
着
が
つ
き
秩
序
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
中
台
谷

の
中
に
お
け
る
争
い
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
西
谷
檀
林
方
は
何
故
に
、
日
唱
の
七
面
山
に
対
し
て
と
っ
た
態
度
・
主
張
に
怒
り
を
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

て
い
る
。
即
ち
三
十
世
日
通
寂
後
に
遺
状
派
と
反
対
派
が
争
い
。
三
十
五
世
日
寛
寂
後
に
松
和
田
谷
出
身
の
滝
谷
妙
成
寺
日
皎
と
中
台
谷

出
身
の
仙
台
孝
勝
寺
日
潮
が
争
い
。
三
十
七
世
の
座
を
廻
っ
て
は
城
下
谷
の
池
上
の
抗
議
が
あ
り
。
四
十
二
世
に
つ
い
て
は
松
和
田
谷
・

中
台
谷
と
城
下
谷
と
が
争
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
飯
高
檀
林
の
各
谷
に
お
け
る
身
延
貫
主
職
の
争
奪
の
過
程
を
通
し
て
、
四
十
二
世
以

（
７
）

後
は
、
松
和
田
谷
と
中
台
谷
の
両
谷
か
ら
順
次
、
学
徳
法
臨
次
第
に
晋
む
例
と
な
り
、
こ
れ
は
明
治
期
ま
で
及
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

日
唱
除
歴
事
件
の
場
合
も
や
は
り
こ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
が
、
確
か
な
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
唱
の
後

を
襲
っ
た
松
和
田
谷
出
身
の
日
遁
が
、
日
唱
を
歴
世
に
数
え
て
、
自
身
を
身
延
四
十
七
世
と
し
て
本
尊
を
認
め
て
い
る
の
に
反
し
て
、
そ

の
次
の
日
唱
と
同
じ
中
台
谷
出
身
で
あ
る
日
豊
が
、
日
唱
を
除
い
て
、
自
分
も
ま
た
四
十
七
世
と
本
尊
に
自
署
し
て
い
る
こ
と
。
即
ち
日

（
８
）
（
９
）

唱
を
除
歴
し
た
の
は
日
豊
で
あ
る
こ
と
。
日
豊
は
ま
た
盛
ん
に
七
面
山
を
復
興
し
て
い
て
、
伝
え
ら
れ
る
日
唱
の
と
っ
た
態
度
と
は
あ
ま

（”）



ま
た
西
谷
檀
林
化
主
は
、
初
代
の
日
遠
よ
り
十
四
世
の
日
孝
ま
で
は
い
ず
れ
も
飯
高
ま
た
は
中
村
檀
林
出
身
者
で
あ
る
が
、
貞
享
四

（
一
六
八
七
）
年
に
十
五
世
と
な
っ
た
日
城
以
降
、
廃
檀
ま
で
の
約
二
百
年
間
の
二
百
余
人
の
化
主
は
、
ほ
と
ん
ど
西
谷
檀
林
出
身
者
で

（
蝿
）

占
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
本
院
の
久
遠
寺
は
飯
高
檀
林
の
出
世
寺
で
あ
っ
た
。

ま
た
宝
暦
年
間
に
は
、
四
十
世
日
輪
が
西
谷
檀
林
所
化
に
紅
衣
を
着
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
こ
と
か
ら
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
同
盟
休
校

（
皿
）

事
件
も
起
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
本
院
と
西
谷
檀
林
と
の
関
係
も
、
事
件
の
背
後
に
潜
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
宝
暦
年
間
に
は
、
四
十
皿

（
皿
）

事
件
も
起
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
麦

三
宅
島
へ
流
さ
れ
た
日
遵
は
、

三
社
で
あ
る
。
更
に
天
明
、

を
集
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ノ
ル

ヲ
ル
ノ

三
宅
島
日
遵
師
天
明
七
丁
未
八
月
廿
一
日
遷
化
書
状
来
則
満
山
集
会
塔
婆
立
此
年
迄
弟
子
義
顕
為
師
孝
谷
中
瑞
輪
寺
地
中
正
行
院
之

ヲ
ル
ル
ヨ
リ
ケ
ノ

ロ
リ
ー

ッ
、
ル
ー
ノ
リ

『

一

”
一
ヘ
ル
ノ

留
守
居
勤
去
成
年
未
迄
十
年
間
惣
先
聖
見
届
扶
持
方
金
三
両
送
之
然
遷
化
翻
内
房
日
沽
師
御
朱
印
書
替
付
御
在
府
而
檀
林
書
状
来
其

そ
ニ
ハ
リ
ノ

モ

ル

ロ９趣多年送金有之所此度終事故送金可有之御気付義顕別而難渋之由申来依之金六両相送其後弟子義顕島奉行師骨申

へ
。
’
ん
（
妬
）

ル
チ
ニ

ル
回
り
ス
毛

請
来
則
山
高
而
葬
送
勤
檀
林
使
僧
遣
義
顕
檀
林
上
中
座
在
之
謝
礼
来

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
明
七
年
八
月
二
十
一
日
、
植
林
と
弟
子
と
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
の
十
年
間
の
流
罪
生
活
の
後
に
、
そ
の
生

涯
を
終
え
、
現
在
の
山
梨
県
北
巨
摩
郡
武
川
村
山
高
の
実
相
寺
へ
手
厚
く
葬
ら
れ
た
。
そ
し
て

（
マ
マ
）
ヨ
リ
ニ
リ
ト
シ
テ

文
政
十
癸
亥
六
月
上
旬
本
院
江
江
戸
表
元
能
化
日
遵
法
血
御
尋
依
之
三
老
慈
弁
四
老
智
慶
登
院
当
日
了
玄
院
其
法
枢
中
頭
有
博
瑞
申
下

ノ

ー
ト

ノ
ノ

ノ
ナ
レ
ト
モ
ノ

ル

山
常
福
寺
住
僧
法
舎
弟
完
序
申
而
由
比
本
光
寺
住
時
貫
主
舜
師
門
弟
有
故
此
人
出
江
申
付
六
月
十
一
日
延
出
立
由
比
江
行
廿
二
日
江

西
谷
檀
林
に
お
い
て
は
、
寛
文
年
間
か
ら
元
禄
年
間
に
か
け
て
鎮
守
社
が
建
立
せ
ら
れ
て
い
る
。
鎮
守
社
と
は
三
光
と
妙
見
と
七
面
の

（
皿
）

社
で
あ
る
。
更
に
天
明
四
年
に
は
七
面
天
女
像
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
七
面
明
神
は
、
西
谷
檀
林
に
お
け
る
修
行
僧
の
信
仰

（61）



ル

戸
着
御
月
番
善
立
寺
尤
添
物
本
院
井
植
林
方
出
同
閏
六
月
廿
一
日
赦
面
七
月
廿
日
着
八
月
廿
一
日
廿
二
日
壱
部
宛
満
山
出
会
寮
頭
迄
七

ニ
テ
ハ
ロ
リ

ニ
テ
企

回
浄
リ

ヲ

条
冗
讃
役
所
一
飯
供
養
満
山
是
公
儀
出
出
江
路
用
拾
七
両
尤
モ
内
七
両
者
法
縁
中
御
箱
納
山
高
実
相
寺
江
公
儀
使
僧
中
席
泰
瑞
遣
遵
師

ハ
ョ
リ
（
焔
）

御
廟
所
普
請
是
公
儀
（
以
下
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
四
十
年
後
の
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
閏
六
月
二
十
一
日
に
死
後
赦
免
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
十
一
年
四
月
二
十
六

日
に
は
時
の
上
座
の
人
々
も
、
西
谷
樋
林
化
主
の
歴
代
に
そ
れ
ぞ
れ
加
歴
せ
ら
れ
た
。
し
か
る
に
日
唱
は
、
不
受
不
施
邪
流
と
し
て
、
身

延
及
び
飯
高
等
を
除
歴
さ
れ
た
ま
ま
で
、
今
に
至
る
の
で
あ
る
。

局

註
凹（

３
）
日
奥
『
万
代
亀
鏡
録
』

（
４
）
『
除
歴
唱
師
般
後
録
』
身
延
文
庫
蔵

（
５
）
身
延
文
庫
蔵

（
６
）
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
第
九
巻
一
四
○
頁

（
７
）
『
身
延
山
史
』
参
照

（
８
）
『
身
延
山
史
』
三
三
頁
は
「
唱
師
は
延
山
歴
世
を
除
か
れ
、
松
和
田
谷
の
先
聖
日
遁
上

い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
日
遁
は
四
十
七
世
と
し
て
自
署
し
て
い
る
。
本
尊
の
歴
世

（
９
）
『
身
延
山
歴
代
略
譜
』
に
よ
る
に
、
入
山
し
て
早
々
の
安
永
八
年
八
月
廿
八
日
か
ら
影
現

山
本
宮
の
再
建
立
を
な
し
と
げ
、
天
明
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
は
、
七
面
山
の
幣
殿
と

（
皿
）
鈴
木
日
寿
『
身
延
山
坊
跡
録
』
身
延
文
庫
蔵

（
、
）
『
談
林
評
録
』
端
場
坊
蔵

上

（
１
）
石
川
存
静
『
池
上
本
門
寺
史
管
見
』
七
三
頁

（
２
）
端
場
坊
蔵

（
哩
）
同
右

（
過
）
林
是
幹
「
身
延
山
に
お
け
る
植
林
教
育
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
三
十
六
号
）

（
皿
）
『
身
延
山
史
』
二
○
三
頁

（
巧
）
『
談
林
評
録
』

（
妬
）
同
右

0

人
を
迎
え
て
更
に
四
十
六
世
の
貫
主
と
し
」
と
述
べ
て

世
に
拠
る
限
り
、
日
唱
を
除
歴
し
た
の
は
日
豊
で
あ
る
。

現
七
面
社
拝
殿
の
葺
替
を
始
め
、
翌
九
年
八
月
に
は
七
面

と
拝
殿
と
を
再
建
成
就
し
て
い
る
。

(6I)


